
 

 

 

重要事項説明書 

(居宅介護支援サービス) 

 

居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、厚生省令第３８号第４条に基づいて当事業者があな

たに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1. 事業者 

事 業 者 の 名 称 有限会社 ホープス 

事 業 者 の 所 在 地 名古屋市名東区大針１－３５２ 

法 人 種 別 営利法人 

代 表 者 名 佐藤保代 

電 話 番 号 ０５２－７０１－０８３２ 

 

2. ご利用の事業所 

事 業 所 の 名 称 ケアマネジメントセンター ホープス 

事 業 所 の 所 在 地 名古屋市天白区植田山 2-507-1 ﾀｳﾝ植田山Ｆ号室 

管 理 者 の 氏 名 佐藤 保代 

電 話 番 号 ０５２－７８８－７７０８ 

ファクシミリ番号 ０５２－７８８－７７０９ 

指 定 事 業 所 番 号 ２３７１６００８６３ 

 

３. 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス計画

を作成すると共に、指定居宅サービス事業所等との連絡調整

その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への紹介を要する

場合には、その施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 

施 設 運 営 の 方 針 

利用者の心身の状況やその環境に応じた利用者の意向を尊重

した適切な介護、福祉サービスが総合的、効率的に提供され

るよう配慮して行う。サービス提供事業者が不当に偏らない

よう公正中立に行う 

関係市町村、関係事業施設等との連携に努める。 

 

 

 

 

 



 

 

4. 職員の職種、人数及び職務内容 

従業者の職務 

員 
 

数 

区  分 

常勤換算 

後の人員 
職務の内容 兼務の内容 常 勤 非常勤 

専 従 兼 務 専 従 兼 務 

管 理 者 
1 人  1 人   1 人 管理業務 主任介護支援 

専門員 

介護支援専門員 1 人   1人  0.43 人 介護支援専門員  

 

5. 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤 務 体 制 休 暇 

管 理 者 
正規の勤務時間帯（午前 9 時～午後 5 時） 

常勤で勤務 
土・日・祝 

介護支援専門員 
月・火・金曜日（午前 10 時～午後 3 時） 

非常勤で勤務 

水・木曜日と

土・日・祝 

 

6. 営業日 

営 業 日 月曜日から金曜日。但し、土曜、日曜、祝祭日及び１２月２９日から１月３日は除く 

営 業 時 間 午前９時００分 ～ 午後５時００分 

 

7. 事業の実施地域 

実施地域 
天白区、名東区、千種区、守山区、緑区、瑞穂区、昭和区、 

日進市、長久手町、北区 

 

8. 苦情申立書 

当施設後利用相談室 

ご利用時間  毎日午前９時～午後５時 

ご利用方法  電話 ０５２－７８８－７７０８ 

窓口担当者  佐藤保代 面接場所 ケアマネジメントセンター ホープス 

有限会社 ホープス 同   上 

市区町村 各区の介護保険担当課（室） 天白区介護福祉課 052-807-3887 

愛知県国民健康 

保険団体連合会 

介護保健室 

ご利用時間  毎日午前９時～午後５時(月～金の平日) 

ご利用方法  直接相談及び電話相談 （052-971-4165） 

名古屋市東区泉１－６－５(国保会館) 

 

 

 



 

9. 料金・加算 

 居宅介護支援費（Ⅰ）① 要介護１又は要介護２        １，０８６単位/月 

           ② 要介護３・要介護４・要介護５    １，４１１単位/月 

 *居宅介護支援費（Ⅰ）・・居宅介護支援専門員１人当たりの取り扱い件数が４５名未満 

 居宅介護支援費（Ⅱ）①要介護１又は要介護２            ５４４単位/月 

           ②要介護３・要介護４・要介護５        ７０４単位/月 

 *居宅介護支援費（Ⅱ）・・居宅介護支援専門員１人当たりの取り扱い件数が４５名以上６０名以下 

初回加算            ３００単位 / 月  初回月のみ 

入院時情報連携加算 （Ⅰ）   ２５０単位 / 月  

          （Ⅱ）   ２００単位 / 月 （要支援は除く） 

通院時情報連携加算        ５０単位 / 月 

退院・退所加算 １回目４５０単位/ 月 

        ２回目６００単位/ 月 

カンファレンス参加の場合 １回目６００単位/月 

２回目７５０単位/月  ３回目９００単位/月    

*但し、初回加算とは併用不可。要支援は含まない。 

緊急時等居宅カンファレンス加算  ２００単位 / 月  月に２回まで 

*高齢者虐待防止措置未実施減算   所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

 *業務継続計画未策定減算      所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

 

 

10. 虐待の防止のための措置 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。 

1 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者に周知徹

底しています。 

2 虐待の防止のための指針を整備しています。 

3 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

 4 上記 1～3 までを適切に実施するための担当者の選定及び設置を行います。 

 

11. 身体拘束の適正化に関する事項 

1 サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束」という。）を

行いません。 

2 やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。 

 

12. 衛生管理について 

事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。 

1 従業者等の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

2 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 



 

3  事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開 

催及び、その結果について従業者に周知徹底しています。 

4  事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 

13．業務継続に向けた取組の強化について 

1  感染症等や非常災害の発生時において、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう

業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

2  従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

 

私は、本書面に基づいて、乙の職員 

 （ 職名 ケアマネージャー   氏名          ） 

から上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（ 利 用 者 ） 

         住   所                         

 

         氏   名                      印 

 

 

 

( 利用者の家族 ) 

         住   所                                 

 

         氏   名                        印   

 

         続   柄                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


